
 
令和７・８年度競争入札参加資格審査申請書提出要領 

（建設工事） 
 
 宝達志水町では、地方自治法施行令第 167 条の 5 第 1 項及び第 167 条の 11 第 2 項の規定に基づき、

町が発注する建設工事及び測量・調査・設計・建設コンサルタント等業務の競争入札に参加するために必

要な資格等（競争入札参加資格）を定めています。 
宝達志水町が発注する工事・業務の競争入札へ参加することを希望する者は、競争入札参加資格を取

得し、有資格者となる必要があります。 
 
  
１ 申請受付期間及び申請方法 
  【随時受付期間】令和７年６月２日～令和９年１月２９日  

【受付時間】午前９時～午後５時（時間厳守） 
【申請方法】持参又は郵送 

    審査の都合上、その場での審査は行わず受付のみいたします。 
 
 
２ 提出先  〒９２９－１４９２  石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ１８番地１ 
                              宝達志水町財政課 
                               TEL（０７６７）２９－８２２０ 
 
 
３ 資格を申請することのできる業種 
  建設業法別表第１に記載されている２９業種 
 
 
４ 入札参加資格審査申請に必要な要件 
 （１）建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項の規定による許可を受けており、かつ、 

同法第２７条の２３第 1 項に規定する経営事項審査を受け、当該審査の結果について、同法第 
２７条の２９第１項の規定による総合評定値の請求をしている者 

 （２）雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第５条第１項に規定する適用事業を営む事業主であ 
る個人又は団体にあっては、雇用する労働者が同法第４条第１項に規定する被保険者となった 
ことについて、同法第７条の規定による届出をしている者 

 （３）健康保険法（大正１１年法律第７０号）第３条第３項及び厚生年金保険法（昭和２９年法律第 
１１５号）第６条第１項に規定する適用事業所の事業主である個人又は団体にあっては、当該 
適用事業所の事業主となったことについて、健康保険法第４８条及び厚生年金保険法第２７条 
の規定による届出をしている者 

  ※（２）、（３）については、それぞれの法律において届出の義務がないこととされている場合を 
除きます。 

 
 
 
 



５ 入札参加資格審査申請をすることができる者の範囲 
  入札参加資格審査を申請できる者は、次に掲げるすべてに該当する者とします。 
  (１）申請書を提出する日までに納期限の到来した国税、石川県税及び宝達志水町税を完納している

者。 
 （２）地方自治法施行令第１６７条の４第１項に該当しない者。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第２項に該当しない者又は同項各号のいずれかに該当し、期

間を定めて競争入札に参加させないこととされた者のうち、当該期間を経過した者。 

 
            

６ 提出書類 宝達志水町指定様式及び添付書類 
 書類の名称 備考 

１ 建設工事競争入札参加資格審査申請書  

２ 申請業種表          

３ 建設業許可通知書又は許可証明書（写）  

４ 
経審結果通知書（経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書）の写し 

※令和 5 年 10 月 1 日から令和 6 年 9 月 30 日までのもの 
※随時で申請する場合は、直前のものを提出してください 

 

５ 完成工事高（総括表）    

６ 工事経歴書 直前 2 年分   

７ 有資格技術者数       

８ 技術職員名簿        

 【地方自治法施行令第１６７条の４】 
（一般競争入札の参加者の資格） 
第１項 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入札に係る契約を締結す

る能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。 
第２項 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められ

るときは、その者について３年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理

人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。 
① 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の

行為をしたとき。 
 ② 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不

正の利益を得るために連合したとき。 
③ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 
④ 地方自治法第２３４条の２第 1 項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた 

とき。 
  ⑤ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。 

⑥ この項（この号を除く。）の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又 
は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 



９ 
納税証明書（写し可）※発行後 3 か月以内のもの 
○町内業者又は委任先が町内の事業所となる業者→【国税、石川県税、宝達志水町税】 
○県内業者又は委任先が県内の事業所となる業者→【国税、石川県税】 
○県外業者又は委任先が県外の事業所となる業者→【国税】 
※【国税（消費税及び地方消費税ほか）の納税証明書の種類】個人:その 3 の 2、法人:その 3 の 3 
 【石川県税】第 2 号の 3 様式 

 
 

10 営業所一覧 
代理人を選任す

る場合 

11 委任状 
代理人を選任す

る場合 

12 使用印鑑届   

13 誓約書  

14 役員等名簿  

15 
保険加入を確認できるもの 
※経審結果通知書において３項目すべてが「有」又は「除外」となっている場合は不要 

 

16 業態調書  

17 
郵送申請で受領書が必要な場合は、返信用ハガキ又は返信用封筒（宛名記載、

110 円切手貼付） 
 

 
 
７ 記載上の留意事項 
 （１）競争入札参加資格審査申請書 
   ① 提出書類は、指定色 青色（ブルー）の紙ファイル（中に金属の使用が無いものに限る） 
    に順番通りに綴ってください。 

② ファイルの表紙及び背表紙に「令和７・８年度競争入札参加資格申請書」と記載し「商号 
 又は名称」も記載してください。 
③ 競争入札参加資格審査申請書とファイル表紙の商号又は名称にはフリガナをつけてくださ 

い。   
④ 電子入札用 IC カードの有無を記載してください。 

 
 （２）事業の概要 
   ① 申請業種表 
     申請するものに●印をつけてください。 
   ② 完成工事高（総括表） 
     申請業種について、直近決算日(２年度分)における完成工事高（請負金額）を発注区分 

ごとに記載してください。 
     申請をしない業種については記載しないでください。 
   ③ 工事経歴書 
     申請する業種ごとに、直近決算日(２年度分)における主要な請負契約を記載してくださ 

い。 
  ④ 技術職員名簿 
    技術職員には、常勤であり、かつ、無資格の従業員も含めて記載してください。 



    既存の自社資料等がある場合は、別添として提出されても構いません。 
 
 （３）委任状 
   代理人を選任するときは委任状を提出してください。 
 
 （４）保険加入を確認できるもの 
   経審結果通知書において「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」又は「厚生年金保険加 

入の有無」が「無」であるが、その後の加入によって申請要件を充足した場合に必要となります。 
  なお、経審結果通知書において３項目すべてが「有」又は「除外」となっている場合は提出不要 

です。 
 

（５）業態調書 
  資本関係又は人的関係のある者のうち、宝達志水町の入札参加資格を有する者又は入札参加資 
 格を申請している者について記載をしてください。 
  県外業者の場合は、不要です。 
 
 

８ 入札参加資格者の資格の有効期間 
    入札参加資格者の有効期限は、審査完了日から令和９年３月３１日までとします。 
 
 
 


